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大学共同利用機関法人自然科学研究機構公印及び電子署名に関する規程 

 

平成１６年４月１日 

自機規程第１５号 

 

（目的） 

第１条 この規程は，大学共同利用機関法人自然科学研究機構（以下「機構」という。）

において使用する公印及び電子署名に関して必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において，次に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

一 公印 業務上作成された文書に使用する印章で，その印影を押すことにより，当該

文書が真正であり，かつ，効力を有することを認証することを目的とするものをいう。 

二 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律（平成１２年法律第１０２号）第２

条第１項の電子署名であって，その使用により公印と同様の効果を得ることを目的と

するものをいう。 

（公印の作成等） 

第３条 公印の作成又は改刻は，機構長が行う。 

２ 公印は，方形又は円形の印面の周囲に一条の外側縁を付し，その内側に刻印すべき文

字を明瞭な字体で浮き彫りにするものとする。この場合においては，「印」又は「の印」

の文字を加えて彫刻することができる。 

（公印の種類及び寸法） 

第４条 公印の種類及び寸法は，別表第１から別表第６のとおりとする。 

（公印の管守） 

第５条 公印管守責任者及び公印管守担当者は，別表第１から別表第６のとおりとする。 

２ 公印管守責任者は，公印に関する事務を総括するとともに公印の管理に関し公印管守

担当者を監督する。 

３ 公印管守担当者は，公印管守責任者の命を受け，公印が適切に使用されるよう管理す

るとともに公印が使用されないときは，それを確実な保管場所に格納し，厳重に保管し

なければならない。 

４ 公印管守責任者は，別記様式による公印簿を備え，これに新たに作成又は改刻された

公印を押印し，その印影を公印とは別の確実な保管場所に格納し，厳重に保存しなけれ

ばならない。 

５ 事務局総務課長は，公印簿により，機構において使用するすべての公印の印影を保存

しなければならない。 
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６ 公印管守責任者は，公印の盗難その他の事故が生じたときは，ただちに機構長に報告

しなければならない。 

（公印の使用等） 

第６条 公印の使用を必要とする場合は，決裁・法人文書管理システム（以下「システム」

という。）に必要な事項を登録することにより，公印管守責任者又は公印管守担当者（以

下「公印管守責任者等」という。）に公印の使用を請求するものとする。 

２ 公印管守責任者等は，前項の規定により公印の使用の請求を受けたときは，押印を受

けようとする文書とシステム上の文書又は決裁済みの原議書とを照合した上で，自ら押

印し，又はその立会いのもとに公印の使用を請求した者に押印させることができるもの

とする。 

第７条 削除 

（公印押印の特例） 

第８条 一定の字句からなる文書等で多数印刷するものにあっては，公印管守責任者が支

障ないと認めたときは，その公印の印影を当該文書等と同時に印刷して公印の押印に代

えることができる。 

２ 大学共同利用機関法人自然科学研究機構情報セキュリティ対策に関する基本規程（平

成２８年自機規程第１１１号）第３条第２号に規定する情報システムを使用して作成す

る文書に公印の印影を出力する場合は，その出力した公印の印影を公印の押印とみなす

ことができる。 

３ 公印の押印を要する文書について，名義者の署名をもって公印の押印に代えることが

できる。 

（公印の省略） 

第９条 公印の省略については，次の各号に定めるところによる。ただし，公印管守責任

者が特に必要があると認めた場合はこの限りでない。 

一 機構内のみで処理される文書は，原則として公印の押印を省略する。 

二 機構外へ発送する文書であって，大学共同利用機関法人自然科学研究機構文書決裁

規程（平成２１年自機規程第８０号）第２条第２号に規定する決裁者が認めた場合に

は，公印の押印を省略できる。 

三 前号で公印を省略する場合には，当該文書の発信名義者の下部に「（公印省略）」

の文字を記載する。 

（公印の廃止） 

第１０条 機構長は，改刻又は廃止により不用となった公印があるときは，当該不用とな

った公印を廃棄しなければならない。 

２ 機構長は，前項の規定による廃棄に当たっては，断裁，破砕等適切な方法により確実

に処分しなければならない。 
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（電子署名の名義） 

第１１条 電子署名の名義は，別表第１から別表第５の種類欄に掲げる印の名義とする。 

（電子署名の管守） 

第１２条 電子署名管守責任者は，別表第１から別表第５の公印管守責任者欄に定める者

をもって充てる。 

２ 電子署名管守担当者は，別表第１から別表第５の公印管守担当者欄に定める者をもっ

て充てる。 

３ 電子署名管守責任者は，電子署名に関する事務を総括するとともに電子署名の適正な

管理に関し，電子署名管守担当者を監督する。 

４ 電子署名管守担当者は，電子署名管守責任者の命を受け，電子署名を適切に管理しな

ければならない。 

５ 電子署名管守責任者は，電子署名の不正使用その他の事故が生じたときは，直ちに機

構長に報告しなければならない。 

（電子署名の使用） 

第１３条 文書の発信名義者の電子署名を必要とする者は，システムに必要な事項を登録

することにより，電子署名管守責任者又は電子署名管守担当者（以下「電子署名管守責

任者等」という。）に電子署名の使用を請求するものとする。 

２ 電子署名管守責任者等は，前項の規定により電子署名の使用の請求を受けたときは，

電子署名を付与しようとする文書の電子データと決裁済みの原議書とを照合した上で，

電子署名を付与するものとする。 

（雑則） 

第１４条 この規程に定めるもののほか，必要な事項は，別に定めるものとする。 

 

附 則 

この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成１７年８月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成１７年１２月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成１８年２月１６日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成１８年１０月１日から施行する。 
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附 則 

この規程は，平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成１９年７月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成１９年９月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２１年５月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２１年５月２８日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２２年８月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２３年１月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２６年２月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２６年７月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２８年５月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２８年１０月１日から施行する。 

附 則 
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この規程は，平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２９年５月１５日から施行し，平成２９年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は，平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成３０年８月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成３０年１０月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成３１年１月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和４年１０月１日から施行する。 

附 則（令和５年２月１６日改正） 

この規程は，令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月２３日改正） 

 この規程は，令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年１１月２４日改正） 

 この規程は，令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年２月２０日改正） 

この規程は，令和７年３月１日から施行する。 

附 則（令和８年３月２６日改正） 

この規程は，令和８年４月１日から施行する。 
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別表第１（機構に係るもの） 

種     類 寸  法 
個

数 
公印管守責任者 公印管守担当者 

大学共同利用機関法人自

然科学研究機構長印（登記

印） 

３０ミリメー

トル平方 

１ 事務局総務課長 総務課総務係長 

自然科学研究機構長印（副

印） 

３０ミリメー

トル平方 

１ 事務局総務課長 総務課総務係長 

自然科学研究機構長印（銀

行印） 

直径１８ミリ

メートル 

１ 事務局財務課長 財務課経理係長 

自然科学研究機構印 ３０ミリメー

トル平方 

１ 事務局総務課長 総務課総務係長 

自然科学研究機構監事印 ２８ミリメー

トル平方 

１ 事務局総務課長 総務課総務係長 

自然科学研究機構長選考・

監察会議議長印 

２１ミリメー

トル平方 

１ 事務局総務課長 総務課総務係長 

自然科学研究機構事務局

印 

３０ミリメー

トル平方 

１ 事務局総務課長 総務課総務係長 

自然科学研究機構事務局

長印 

２５ミリメー

トル平方 

１ 事務局総務課長 総務課総務係長 

自然科学研究機構事務局

次長印 

２３ミリメー

トル平方 

１ 事務局総務課長 総務課総務係長 

自然科学研究機構事務局

総務課長印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 事務局総務課長 総務課総務係長 

自然科学研究機構事務局

人事労務課長印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 事務局総務課長 総務課総務係長 

自然科学研究機構事務局

財務課長印 

自然科学研究機構事務局

研究協力課長印 

２０ミリメー

トル平方 

２０ミリメー

トル平方 

１ 

 

１ 

事務局総務課長 

 

事務局総務課長 

総務課総務係長 

 

総務課総務係長 

自然科学研究機構事務局

財務課施設・資産マネジメ

ント室長印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 事務局総務課長 総務課総務係長 
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自然科学研究機構監査室

長印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 事務局総務課長 総務課総務係長 

自然科学研究機構長印（副印）については，その用途を，機構に係る証明書，請求書，

官公庁等への届出書，契約書（登記印を使用するものを除く。）等に限る。 

 

別表第２（国立天文台に係るもの） 

種     類 寸  法 
個

数 
公印管守責任者 公印管守担当者 

自然科学研究機構長印（副

印） 

３０ミリメー

トル平方 

１ 事務部総務課長 総務課総務係長 

自然科学研究機構長印（副

印） 

３０ミリメー

トル平方 

１ 事務部総務課長 野辺山宇宙電波観

測所庶務係長 

自然科学研究機構長印（副

印） 

３０ミリメー

トル平方 

１ 事務部総務課長 水沢ＶＬＢＩ観測

所庶務係長 

自然科学研究機構長印（銀

行印・副印） 

直径１５ミリ

メートル 

１ 事務部財務課長 財務課総務係長 

自然科学研究機構長印（銀

行印・副印） 

直径１５ミリ

メートル 

１ 事務部総務課長 野辺山宇宙電波観

測所庶務係長 

自然科学研究機構長印（銀

行印・副印） 

直径１５ミリ

メートル 

１ 事務部総務課長 水沢ＶＬＢＩ観測

所庶務係長 

国立天文台印 ３０ミリメー

トル平方 

１ 事務部総務課長 総務課総務係長 

国立天文台長印 ３０ミリメー

トル平方 

１ 事務部総務課長 総務課総務係長 

国立天文台事務部長印 ２１ミリメー

トル平方 

１ 事務部総務課長 総務課総務係長 

国立天文台事務部総務課

長印 

国立天文台事務部研究推

進課長印 

２０ミリメー

トル平方 

２０ミリメー

トル平方 

１ 

 

１ 

事務部総務課長 

 

事務部研究推進課

長 

総務課総務係長 

 

研究推進課研究支

援係長 

国立天文台事務部財務課

長印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 事務部財務課長 財務課総務係長 

国立天文台事務部経理課

長印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 事務部経理課長 経理課経理係長 
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国立天文台事務部施設課

長印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 事務部総務課長 総務課総務係長 

国立天文台国際連携室長

印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 事務部総務課長 総務課総務係長 

国立天文台ハワイ観測所

長印 

２０ミリメー

トル平方 

１ ハワイ観測所事務

長 

ハワイ観測所庶務

係長 

国立天文台チリ観測所長

印 

２０ミリメー

トル平方 

１ チリ観測所事務長 チリ観測所事務長 

国立天文台アルマプロジ

ェクト長印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 事務部総務課長 総務課総務係長 

国立天文台野辺山宇宙電

波観測所長印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 事務部総務課長 野辺山宇宙電波観

測所庶務係長 

国立天文台水沢ＶＬＢＩ

観測所長印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 事務部総務課長 水沢ＶＬＢＩ観測

所庶務係長 

国立天文台太陽観測科学

プロジェクト長印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 事務部総務課長 総務課総務係長 

国立天文台天文シミュレ

ーションプロジェクト長

印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 事務部総務課長 総務課総務係長 

国立天文台天文データセ

ンター長印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 事務部総務課長 総務課総務係長 

国立天文台先端技術セン

ター長印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 事務部総務課長 総務課総務係長 

国立天文台天文情報セン

ター長印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 事務部総務課長 総務課総務係長 

自然科学研究機構長印（副印）については，その用途を，国立天文台に係る証明書，請

求書，官公庁等への届出書，契約書（登記印を使用するものを除く。）等に限る。 

 

 別表第３（核融合科学研究所に係るもの） 

種     類 寸  法 
個

数 
公印管守責任者 公印管守担当者 

自然科学研究機構長印（副

印） 

３０ミリメー

トル平方 

１ 管理部総務企画課

長 

管理部総務企画課

長 

自然科学研究機構長印（銀 直径１５ミリ １ 管理部財務課長 財務課監査係長 
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行印・副印） メートル 

核融合科学研究所印 

（縦） 

３０ミリメー

トル平方 

１ 管理部総務企画課

長 

総務企画課総務係

長 

核融合科学研究所印 

（横） 

３０ミリメー

トル平方 

１ 管理部総務企画課

長 

総務企画課総務係

長 

核融合科学研究所長印

（縦） 

３０ミリメー

トル平方 

１ 管理部総務企画課

長 

総務企画課総務係

長 

核融合科学研究所長印

（横） 

３０ミリメー

トル平方 

１ 管理部総務企画課

長 

総務企画課総務係

長 

核融合科学研究所運営会

議議長印 

２３ミリメー

トル平方 

１ 管理部総務企画課

長 

総務企画課総務係

長 

核融合科学研究所副所長

印 

２３ミリメー

トル平方 

１ 管理部総務企画課

長 

総務企画課総務係

長 

核融合科学研究所研究部

長印 

２３ミリメー

トル平方 

１ 管理部総務企画課

長 

総務企画課総務係

長 

核融合科学研究所管理部

長印 

２３ミリメー

トル平方 

１ 管理部総務企画課

長 

総務企画課総務係

長 

核融合科学研究所技術部

長印 

２３ミリメー

トル平方 

１ 管理部総務企画課

長 

総務企画課総務係

長 

核融合科学研究所管理部

総務企画課長印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 管理部総務企画課

長 

総務企画課総務係

長 

核融合科学研究所管理部

財務課長印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 管理部総務企画課

長 

総務企画課総務係

長 

核融合科学研究所管理部

研究支援課長印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 管理部総務企画課

長 

総務企画課総務係

長 

核融合科学研究所管理部

施設・安全管理課長印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 管理部総務企画課

長 

総務企画課総務係

長 

核融合科学研究所図書室

長印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 管理部総務企画課

長 

総務企画課総務係

長 

自然科学研究機構長印（副印）については，その用途を核融合科学研究所に係る証明書，

請求書，官公庁等への届出書，契約書（登記印を使用するものを除く。）等に限る。 

 

別表第４（岡崎３機関に係るもの） 
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種     類 寸  法 
個

数 
公印管守責任者 公印管守担当者 

自然科学研究機構長印（副

印） 

３０ミリメー

トル平方 

１ 岡崎統合事務セン

ター総務課長 

総務課企画評価係

長 

自然科学研究機構長印（銀

行印・副印） 

直径１５ミリ

メートル 

１ 岡崎統合事務セン

ター財務課長 

財務課監査・財務

総務係長 

基礎生物学研究所印 ３０ミリメー

トル平方 

１ 岡崎統合事務セン

ター総務課長 

総務課企画評価係

長 

基礎生物学研究所長印 ３０ミリメー

トル平方 

１ 岡崎統合事務セン

ター総務課長 

総務課企画評価係

長 

基礎生物学研究所運営会

議議長印 

２７ミリメー

トル平方 

１ 岡崎統合事務セン

ター総務課長 

総務課企画評価係

長 

基礎生物学研究所技術課

長印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 岡崎統合事務セン

ター総務課長 

総務課企画評価係

長 

生理学研究所印 ３０ミリメー

トル平方 

１ 岡崎統合事務セン

ター総務課長 

総務課企画評価係

長 

生理学研究所長印 ３０ミリメー

トル平方 

１ 岡崎統合事務セン

ター総務課長 

総務課企画評価係

長 

生理学研究所運営会議議

長印 

２７ミリメー

トル平方 

１ 岡崎統合事務セン

ター総務課長 

総務課企画評価係

長 

生理学研究所技術課長印 ２０ミリメー

トル平方 

１ 岡崎統合事務セン

ター総務課長 

総務課企画評価係

長 

分子科学研究所印 ３０ミリメー

トル平方 

１ 岡崎統合事務セン

ター総務課長 

総務課企画評価係

長 

分子科学研究所長印 ３０ミリメー

トル平方 

１ 岡崎統合事務セン

ター総務課長 

総務課企画評価係

長 

分子科学研究所運営会議

議長印 

２７ミリメー

トル平方 

１ 岡崎統合事務セン

ター総務課長 

総務課企画評価係

長 

分子科学研究所技術推進

部長印 

２３ミリメー

トル平方 

１ 岡崎統合事務セン

ター総務課長 

総務課企画評価係

長 

分子科学研究所極端紫外

光実験施設長印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 岡崎統合事務セン

ター総務課長 

総務課企画評価係

長 

分子科学研究所協奏分子

システム研究センター長

２０ミリメー

トル平方 

１ 岡崎統合事務セン

ター総務課長 

総務課企画評価係

長 
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印 

分子科学研究所機器セン

ター長印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 岡崎統合事務セン

ター総務課長 

総務課企画評価係

長 

分子科学研究所装置開発

室長印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 岡崎統合事務セン

ター総務課長 

総務課企画評価係

長 

自然科学研究機構岡崎統

合事務センター長印 

２７ミリメー

トル平方 

１ 岡崎統合事務セン

ター総務課長 

総務課企画評価係

長 

自然科学研究機構計算科

学研究センター長印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 岡崎統合事務セン

ター総務課長 

総務課企画評価係

長 

自然科学研究機構動物資

源共同利用研究センター

長印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 岡崎統合事務セン

ター総務課長 

総務課企画評価係

長 

自然科学研究機構アイソ

トープ実験センター長印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 岡崎統合事務セン

ター総務課長 

総務課企画評価係

長 

自然科学研究機構岡崎統

合事務センター総務課長

印 

自然科学研究機構岡崎統

合事務センター人事労務

課長印 

２０ミリメー

トル平方 

 

２０ミリメー

トル平方 

１ 

 

 

１ 

岡崎統合事務セン

ター総務課長 

 

岡崎統合事務セン

ター 総務課長 

総務課企画評価係

長 

 

総務課企画評価係

長 

自然科学研究機構岡崎統

合事務センター国際研究

協力課長印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 岡崎統合事務セン

ター総務課長 

総務課企画評価係

長 

自然科学研究機構岡崎統

合事務センター財務課長

印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 岡崎統合事務セン

ター総務課長 

総務課企画評価係

長 

自然科学研究機構岡崎統

合事務センター調達課長

印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 岡崎統合事務セン

ター総務課長 

総務課企画評価係

長 

自然科学研究機構岡崎統

合事務センター施設課長

印 

２０ミリメー

トル平方 

１ 岡崎統合事務セン

ター総務課長 

総務課企画評価係

長 

自然科学研究機構長印（副印）については，その用途を岡崎３機関に係る証明書，請求

書，官公庁等への届出書，契約書（登記印を使用するものを除く。）等に限る。 
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別表第５（機構直轄研究施設に係るもの） 

種     類 寸  法 
個

数 
公印管守責任者 公印管守担当者 

自然科学研究機構共創戦略

統括本部長印 

自然科学研究機構アストロ

バイオロジーセンター長印 

 

自然科学研究機構生命創成

探究センター長印 

２ ３ ミ リ メ

ートル平方 

２ ３ ミ リ メ

ートル平方 

 

２ ３ ミ リ メ

ートル平方 

１ 

 

１ 

 

 

１ 

 

事務局総務課長 

 

国立天文台事務部

総務課長 

 

岡崎統合事務セン

ター総務課長 

 

事務局総務課総務

係長 

国立天文台事務部

総務課総務係長 

岡崎統合事務セン

ター総務課企画評

価係長 

機構直轄研究施設に係る証明書，請求書，官公庁等への届出書，契約書（登記印を使用

するものを除く。）等において自然科学研究機構長印を使用する必要がある場合は，当該

事務を処理した事務組織が管守する自然科学研究機構長印（副印）を使用するものとする。 

 

別表第６（文部科学省共済組合自然科学研究機構支部に係るもの） 

種     類 寸  法 
個

数 
公印管守責任者 公印管守担当者 

文部科学省共済組合自然

科学研究機構支部長之印

（取引金融機関登録印鑑） 

２０ミリメー

トル平方 

１ 事務局人事労務課

長 

人事労務課福利厚

生係長 

文部科学省共済組合支部

長之印（法人文書及び組合

員証用） 

２５ミリメー

トル平方 

１ 事務局人事労務課

長 

人事労務課福利厚

生係長 

支部長検印（組合員証検印

用） 

８ミリメート

ル平方 

１ 事務局人事労務課

長 

人事労務課福利厚

生係長 
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別記様式 

公印簿 

(印影) 

印 影 の 名 称  

印 材  

寸 法  

作成・改刻年月日  

使 用 開 始 年 月 日  

廃 止 年 月 日  

備考 

注１．用紙は，公印１個につき１枚とすること。 

注２．印影欄には，押印した印影の上に透明なシール等を貼付すること。 

 


